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宅地造成等の規制に関する制度は、昭和３７年に施行された「宅地造成等規制法」によりその基

本的な骨格が整備され、大分市でも昭和４３年に宅地造成工事規制区域を指定して以降、崖崩れ

または土砂の流出による災害の防止のための規制を行ってきました。 

しかしながら、令和３年７月に静岡県熱海市において大規模な土石流災害が発生しており、上

流部の盛土が崩落したことが被害の甚大化につながったとされています。この様な事態を契機と

し、違法・危険な盛土等に伴う災害の防止が喫緊の課題とされてきました。そして、令和４年に「宅

地造成等規制法」は、「宅地造成及び特定盛土等規制法」（以下、「盛土規制法」という。）に名称を

改め、宅地・農地・森林等の土地の用途や盛土等の目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律

の基準で包括的に規制するように抜本的に改正され、令和５年５月２６日に施行されることになり

ました。 

本市でも、令和７年５月１日より「宅地造成等工事規制区域」および「特定盛土等規制区域」を指

定することになり、盛土規制法での規制が開始されます。本運用基準は、盛土規制法の許可制度

が円滑かつ適切に運用されることを目的として発行することとなりました。第１編「盛土規制法の解

説」、第２編「盛土等の工事に関する技術的基準」、第３編「申請等の手続き要領」の３部構成とな

っています。 

なお、都市計画法第２９条第１項、第２項に規定する許可（開発許可）申請では、同法第３３条に

おいて盛土規制法の技術的基準への適合が求められており、また、盛土規制法第１２条および４０

条に規定する許可（盛土許可）は、開発許可を受けた場合において、盛土許可を受けたものとみな

されるとされており、開発許可制度と盛土許可制度の関連性が高いものとなっています。 

本書が盛土等の開発事業に携わっておられる方々や当該事業を施行する方々など、関係の

方々に広く活用され、盛土許可制度の適切かつ円滑な運用に資することを期待いたします。 
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